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米国の「日本向け牛肉輸出証明プログラムに関する調査結果一対策報告書」  

に関する照会事項に対する米国からの回答の日本語訳（仮訳）の公表について   

米国の報告書に関して3月6日に日本政府が行った照会事項に対し、18日午前  

にあった米国からの回答の日本語訳（仮訳）をとりまとめましたので、別添のとお  

り公表いたします。  

（参考）米国からの回答の正文は英文で以下のホームページに公表しております。  

厚生労働省ホームページ：http：／／ww．mhlw．gojp／houdou／2006／03／hO320－1．html  

農林水産省ホームページ：http：／／www．mafrgo．jp／ww／press／cont2／20060320press＿2．html   



米国報告書に対する照会事項への回答  

仮訳  

一般背景情報  

・対日輸出調査報告書に対応して、米国農務省（USDA）及び食品安全検査局（FSIS）   

は以下の文書を発出した。  

・2006年3月1日、FSISは検査プログラム担当職員に対して、FSIS指令9000．1改訂1   

輸出証明を発出した。本文書は、輸出証明プロセスに関するFSISの政策を明確化するも   

のである。指令9000．1改訂1は、FSIS地域事務所及び検査プログラム担当職員に係る一   

連の明確な基準を示す。FSIS指令9000．1改訂1輸出証明は、F SISのウェブサイト   

http：／血w，fgis．usda．gov／OPPDE／rdad／FSISDirectives／9000．1REVl．pdfで閲覧可能である。  

・2006年3月1日、FSISは検査プログラム担当職員に対して、FSIS指令9040．1改訂3   

輸出向け製品の再検査を発出した。これは、輸出向けとして提出された製品に関する再検査   

の手続きを含んでいる。これらの責任と手続きは、当該製品が当該製造施設にあっても当該   

施設ではない非公式の施設にあっても適用される。本指令は、検査プログラム担当職員が、   

製品が表示されているとおり輸入国の基準に適合するかどうか疑う理由がある場合に、箱及   

びコンテナーを検査することを認めるものである。FSIS指令9040．1改訂3輸出向け製品の再   

検査は、FSISのウェブサイトhttp：／血lVW．fsis．usda．gov／OPPDE／rdad／FSISDirective／9040．1RE   

V3．pdfで閲覧可能である。  

・2006年3月1日、FSISは検査プログラム担当職員に対してFSIS通知09－06EVプログ   

ラムに基づく牛肉製品の証明を発出した。本通知は、FSIS職員に対して、EVプログラム   

に基づき輸出される肉製品に対するFSISの証明プロセスに関連する新たな指示となるも   

のである。本通知により、FSIS職員がEVプログラムに基づき輸出向けに製造された製品   

を証明する際、他の基準に先立ち、個々のEV基準が輸出向けとして示された製品を製造する   

施設により満たされていることを確認するAMSの署名入り文書を申請者が示すことを確認   

することとなる。FSIS通知09－06EVプログラムに基づく牛肉製品証明は、FSISのウェブ   

サイトhttp：／／ww，fgis．usda．gov瓜egulations＿＆J）01icies凧otice＿09－06／index．aspで閲覧可能であ  

る。  

7 全彪ガタを享有   

朝野の妻案ばβ米ノ野で合意Lたルールが守らゎなかった修め丁窟好を事貫であり、廟人手励r  

南野さカるため／二ば、このよぅを事案：が潜り虐■さカをいことカ泌要である。このよラを紛lら、  

以下の事項につい丁膠会チる。  

「り彪窟の‘認定、舶安全炭査局「fざ／の筈ソニよる炭査■＿監冴∴舷訝によ名手ニタリング∴侍／∫  

仁よ名脚筈のj曹宇摩庚鰐産のそカぞ漉か適切／ニ感度す届こと仁より、β本局げ靡掘  

邸仔け プログラムの遵守が窟解きカ名べきところ、今／野の事案がをぜ生じたのか。  

FSISの調査と0IGの監査の両方により、今回の事案を、あらゆる段階において、徹底的に再検討  
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した。今回の事案は、認定されたQSAマニュアルに当該施設が従わなかったこと及びその逸脱を  

FSISの検査官が探知できなかった結果として発生した。調査により、両施設のFSIS検査プログ  

ラム担当職員は、アトランティツク社又はその供給者であるゴールデン社が最近AMSのEVプロ  

グラムの下で日本に輸出することを認められたことを認識していなかったことが明らかになっ  

た。FSIS検査プログラム担当職員は、アトランティツク社がEVプログラム認定施設であること  

を、輸出証明書への署名を求められたときに初めて認識した。調査の結論として、FSIS検査官は  

勤務する工場に関係するすべての輸出証明の変更を知らされるべきであるということになった。  

現在、FSIS検査官は、施設の証明申請プロセスに参加することが求められている。  

各ノ熟野におげる聯を廊庶押に艶頻尿すべきでばをいか。  

問題点は特定されており、適切な措置がとられている。関係していた施設は直ちに認定リストか  

ら除かれ、関係するすべてのFSIS職員に広範な研修が行われている。また、AMSとFSISは職員  

間の協力を強化した。施設及び製品の輸出適格性は、FSISが輸出書類を証明する前に確認されな  

ければならない。  

輸出証明手続きに関するFSISの方針を明らかにするため、FSISは2006年の3月1日、輸出  

証明に関する指令の改訂版（FSISDirective90001Revisionl）を検査プログラム担当職員あてに発  

行した（〕この指令は、FSIS地方事務所と検査プログラム担当職員に明確な基準を示すものである。  

FSISはまた、同日付で「輸出証明プログラムの下での牛肉製品の証明」という通知（FSISNotice  

Oウー06）を検査職員あてに発行した。この通知は、FSIS職員に対し、EVプログラムの下で輸出さ  

れる肉製品の証明に関して、新たに指示を与えるものである。この通知は、EVプログラムの下で  

輸出証明を行うFSIS職員に対し、他の条件とともに、申請者が個々のEVプログラムの条件が輸  

出に係る製品を製造した施設により満たされたことを示すAMSからの署名された書類を備えて  

いることを確認するよう命じている。  

EVプログラムにより認定された施設を担当する全てのFSIS検査プログラム担当職員は、EVに  

関する研修（EVトレーニング）を完了しなければならない。現在は、FSIS検査プログラム担当  

職員はEVに関する試験にパスすること及び輸出証明調査を完了し提出することが求められてい  

る。研修を完了し合格したことについて個々の職員ごとにFSISのデータベースに記録される。  

「2ノせき姪のついた子≠廊や対β厨βのできをい内戚力嘲βさゎた今厨の看貫ば好男彪  

「肋／併／eノをるのぞ磨ったのか、  

そのとおりである。アトランティツク社でのFSISの検査プログラム担当職員は、食品安全性  

に関する全ての証明書についてよく訓練されていた。しかしながら、EVプログラムについて十分  

認識してい なかった。  

2005年の12月に、FSIS本部は、日本への輸出のための条件を確認するため、地域の責任者  

との電話会議を開催した。加えて、確実に遵守することの必要性の念を押すため、地域の責任者  

に対し、数回に渡って電子メールでメッセージを送付した。しかしながら、アトランティツク社  

はまだ日本向け輸出の認証を受けていなかったため、当該工場を担当しているFSISの地域事  

務所副所長はこの電話会議に参加していなかったとの理由で本件は特異なケースといえる。その  

後、FSISの地域事務所副所長は、いつアトランティツク社が日本向け輸出の認証を受けたの  
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か知らされることはなかった。そのため、彼は日本向けEVプログラムの条件を地域の監査官に  

提供しなかった。  

現在実施中の監査、検証及びEVプログラムを要求している様々な他国の顧客からのフィードバ  

ックにより、他の承認された工場のFSISの担当者は、条件をよく認識しており、承認された  

製品だけが輸出されると、我々は確信している。  

彪のガβ廟臓の認定及臓査仕冴好仁行わカ、今ノ野と周櫛の事案’の発生の可鹿偲ばをいのノか、  

その顔形とと舌／ニ鹿討すべぎでばをい一か。  

全ての監査時のチェックリストと報告書の検証により、アトランティツク社とゴールデン社に対  

するものも含む、全ての監査／認証は、適切に行われたと断定された。  

日本向け子牛肉の貨物を準備している際に、違反した施設は、品質評価システム（QSA）マニ  

ュアルに従わなかった。その結果、これらの施設は、EVプログラムが要求する認定された施設の  

リストから除外された。  

USDAは、一つの子牛肉貨物における不適当な製品の検出が、米国の牛肉加工、検査、あるい  

は、輸出システム全体の脆弱さを示すものではないことを確信している。さらに、調査で見つけ  

られた内容に基づき、USDAは、このような事態を繰り返さないために米国のシステムに追加  

の保護措置を導入した。  

2006年2月13日に、AMSとF SISは、AMSからFSISへ輸出証明を受けた施設につい  

ての情報を提供するための先のことを考えた通知システムを実施した。AMSは、EVプログラム  

において、いつ施設が監査され承認されたか、あるいは、リストから除外されたかを、FSIS  

に通知することとなった。この通知は以下のように進められる。  

・EVプログラムにおけるAMSによる承認を求めるため施設の品質システムマニュアルが提出  

される場合、AMSは、FSIS技術サービスセンター（TSC）に通知する。TSCは、   

当該施設が位置する地域のFSIS地域事務所に通報する。FSISは、指定された施設の   

検査プログラム担当職員に対し輸出証明の条件についての研修を行う。FSISは、指定さ   

れた施設の担当者の研修がAMSの通報から5業務目以内で終了することを確保する。FS   

ISは、AMSに研修が終了した際に通報する。  

・施設がEVプログラムで認定された時には、AMSは、その施設を、特定の国に製品を送るた  

めの認定施設のリストに追加する。AMSは、監査結果の写しをFSISのTSCに電子的   

に送付することによりリストをFSISに通報する。TSCは、FSIS地域事務所に通報   

する。  

・施設がリストから削除された際には、AMSは、即時にFSISのTSCに通報する。TS   

Cは、当該施設が位置する地域のFSIS地域事務所に通報する。  

・認定された施設は、EVプログラムの監査報告書の写しを記録として保管する。経営者は、F  

SISの施設検査プログラム担当職員との毎週開かれる定例会合の次回会合で、監査報告書   

について検討する。このプロセスは、EVプログラムで認定される施設の条件として追加され  

た。FSISは、監査結果とAMSが提供する報告書の受領を確認する。  

・FSISは、検査官が輸出を認証するための手順に適切に従っていたかを確認するため、EV   

プログラムで認定された施設の抜き打ち検査を実施する。この抜き打ち検査は、2006年4月  

に開始される。  
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・AMSもまた、EVプログラムに参加している全ての工場の抜き打ちのレビューを行う。レビ   

ューは、工場内で実施される。AMSは、施設の製品調製プロセス及び特定の条件を遵守し   

ているかを確認する。  

・AMSは、同時に、EVプログラムで認定された全ての施設の計画的なレビューも実施する。   

このレビューは、それぞれの施設による、EVプログラムでリスト化されている特定の製品の   

条件（例えば、せき柱の除去）の遵守状況を対象とする。このレビューは、日本への製品の輸送   

の前に完了される。  

これらのレビューは、現在実施している認定施設のQSAプログラムに対する年2回の監査を補完  

する。監査は、系統的で、文書化された手続きで、施設が承認された品質システムマニュアルに  

従っていることの証拠を入手し、確認するためのものである。これらの監査は、特定の製品条件  

を満たしているかを確認するため、施設で実施している工程を評価する。  

FSISは、EVプログラムに参加している施設に割り当てられた検査官に対し追加の研修を既に  

実施しており、今後も実施する。  

FSISの検査担当職員に対しては、コンピュータによるフォローアップのための追加的な研修  

が実施される。輸出証明条件の対象となる製品を生産するいかなる施設を巡回する検査官に対し  

ても、研修が実施される。2006年3月以降に採用された全ての新規雇用職員に対しても、研修が  

実施される。  

FSISによるEVに関する研修は、EVプログラム及び全ての関連する輸出指令の下での輸出証  

明書、輸出用製品の再検査及び牛肉製品の証明に関する施策を再点検する。  

検査担当職員は、輸出証明マニュアルを、USDA、FSIS研修のウェブサイトから直接いつ  

でも容易に印刷できる。  

この研修は、FSIS輸出指令及び輸出証明実施に伴う証明の責任に関する監査官の理解を確認  

するための必須の試験を含んでいる。  

輸出証明に関する全てのFSISの指令及び通知は、全ての工場では印刷物として、さらに、F  

SISのウェブサイトhttl）：／＾vwv．fbis．usda、FSIS職員のイントラネット及びFSIS電子メー  

ルシステムにおいて入手可能である。  

さらに、FSIS監査プログラム担当者は、FSIS輸出ライブラリーにアクセスできる。この  

ライブラリーは、肉及び鶏肉製品の輸出条件、卵製品の輸出条件、輸出関連通知及び指令、並び  

に適切な米国の施設のリストを備えている。  

2 月ルタざ仁ノ野する手厚  

今ノ野、願を起こLたゴールデン■ゲィール＃何社ノ及びア∧ランティ∵ツク■ブィール■   

アンド■ラム＃〃＃ノ仁つい丁ば、α銅プログラム、躍業貞の鹿野筈に牌切ったことが   

甜きカ丁いる。このよぅを雌の夏夏で認定きゎたことば、そ古そる農耕者庶麿局〃抑   

仁よるj諷宕貞紡が曳芽2彪窟や彪のガβ廊出彪窟につい丁題材に行わカ丁いたのか彪ン野を＿生   

じきぎるるのである。このよぅを紛lら、以下の事項たつい丁照会する。  

「7ノ ′認定仁当たり、仇朋プログラムで超勤†必要ときカ丁いる各村ン′のそカぞわにつき、  

書面審査・屠密査察においr、どのよぅを磨謬を真野Lその二実効焙を含め妥当と朔節した  

のか。  
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EVプログラムは、確実に規則を遵守するため、各施設が国際的に認められたプロセス管理基準  

を適用することを求めている。施設のプロセスは、標準管理手続を概説したQSAマニュアルにて  

文書化されている。  

AMSは、EVプログラムに、認定プロセスを強化し改善するいくつかの追加的な措置を盛り込  

み、製品がすべての条件を確実に満たすようにした。AMSは、EVプログラムヘのすべての参加  

者に追加的講習を施したところであり、また、今後も定期的に確認のための講習を施すこととし  

ている．⊃ AMSは追加的なEVプログラム実施手続を策定し、EVプログラムの下で確実に基準に  

合った製品しか作られないようにした。AMSはFSISと共同で、両局が連携して監査を行うプ  

ログラムを作成中であり、それは以下の事項に焦点を当てている。  

・EVプログラムへの参加者によるQSAプログラムの実行  

・EVプログラムの参加者の生産工程  

・USDAの職員がプログラムの内容を確実に説明し、EVプログラムの下で輸出される製品が確  

実に条件を満たすようにすること  

USDAは過去2ケ月間、EVプログラムへの全ての参加者に対し、EVプログラムの条件が周知さ  

れるよう、大きなステップを踏んできた。最近の事件で市場が閉ざされたことによって、細心の  

配慮と注意を払い、プログラムの全ての条件を厳格に満たすことが必要であるということが強調  

されることになった。  

β超・、ん払玖所飾紆君を示才わたい   

AMSは、OIGとFSISの調査の問、両者に対して監査報告書を提出した。AMSは、日本に2006  

年2月17日に提出したアトランティツク社の報告書もこれに含めて提出した。   

r2ノ β＃及び月＃の書面穿査及び好敏査穿を期した月此Jの監査官ば、淵プログラムの‘認定  

／二厨L、どめ脚や屠解カf為ったの．か。  

主流プログラムマネージャーはUSDAに9年間以上も勤務しており、現ポストには2年半以上も  

在籍している。プログラムマネージャーは十分に研修を受けた品質システム監査官であり、  

ISO9001：2000とISO14001‥2000の主任監査官研修をパスしている。プログラムマネージャーは  

何百というQSA侶Ⅴプログラムを見てきており、日本向けやその他の国向けのEVプログラムの  

条件を熟知している。プログラムマネージャーはQSAの現地監査も行っており、他のプログラム  

の監査にも同行している。第一段階の書面審査では、一つ一つの条件について会社の担当者と詳  

細な議論を行った。  

ゴールデン社の日本向けEVプログラムについて監査を行ったAMSの監査官は、USDAでの勤  

務は25年以上も及び、そのうち、品質システム監査官として10年以上もの経験を有している。  

この監査官は、認定品質監査官であり、QSA侃Ⅴプログラムの監査を数多く手がけている。  

アトランティツク社の監査を行った監査官は、20年以上も米国陸軍で勤務した獣医食品検査下士  

官であった。また、この監査官は13年間、海洋水産局の消費者安全担当の監督官であった。彼は  

国内外の加工工程を監査し、製品やプロセスに伴うリスクや、米国の定める条件の遵守状況を評  

価してきた。この監査官はUSDAのAMSで品質システム監査官として2年間勤務しており、数  

多くのQSA／EVの監査を行ってきた。この監査官は、ISO9001：2000の主任監査官である。  
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と畜場と紛虜超掛物の企二者である場合の仇別プログラムの居たすべきノ呼容につい丁、ナ  

ガを助fあったのノか。  

理解していた。書面監査は、USDAのプログラムマネージャーが出先機関のチーフ及び品質マネ  

ーージャー と協議しながら行われた。書面そして現地の監査を行った監査官たちは、両施設がEV  

プログラムの下で満たさなければならない条件を完全に理解していた。彼ら監査官の両施設に対  

するチェックリストにを見れば、と殺を行い、牛及び子牛のと体を部分肉に処理する施設に対す  

る監査のプロセスについて知識を持っていたことが分かる。  

rβノ 月＃及びβ＃ぱ、72月75■βに丘＃仁卓彦L、7月4βに書赦 7月6β仁虜二級査  

察が行われ上野尻認定きカ丁いる。これば、非常に虚初野での一認定と思わわ各が∴書面審  

査■虜劇査穿におい丁子備に」野Lr適材な辟紡が行わわをかったのでばをいか。符仁、β  

＃及び月＃の産業貞の研修仁ついて適材仁紺Lたのか。  

アトランティツク社は2005年11月に自らのQSAマニュアルの開発に着手し、続いて20  

05年12月15日にUSDAの監査レビュー及びコンプライアンス（ARC）プログラムマネ  

ーージャー にQSAマニュアルを提出した。当該施設の代表者とプログラムマネージャーは、QS  

Aマニュアルを改善するため、書面審査の前に幾度となく連絡を取り合った。QSAマニュアル  

を開発する間、当該施設は、QSAマニュアルに記載された行程管理システムの導入を開始した。  

】月4日に実施された書面審査の後、担当監査官は当該QSAマニュアルが十分なものであると  

考え、その旨をARCプログラムマネージャーに連絡した。その後、現地監査を行う監査官は、  

－一旦監査を停止するよう通知を受け、監査の実施の準備を行った。  

現地監査は、1月6日に実施された。監査に関する文書から、評価が徹底して行われたことが確  

認される。両施設の責任者は、（対日輸出）条件に関する知識を有していた。当該責任者の知識は、  

詳細な質問及び調査によって評価された。良好な監査報告書の提出の後、当該施設は監査完了日  

（2006年1月6日）付で（対日輸出）認定施設となり、当該施設は、QSAマニュアルに反  

していないかどうか監査を受けるため、当該マニュアルに記載された手順に従って操業しなけれ  

ばならなくなった。今回の事例では、企業の職員が上記で示された知識を適用できなかったため、  

当該施設は、認定施設リストから除外された。  

r4ノ 以上の点j考慮↓て、虎男とLr雛Lをかった盾訝の瓜朗プログラムを認定Lた月此；の  

審査に願ばをかったのか。  

そのようなことはない。当該施設のQSAマニュアルは、条件に適正に対処されており、施設内  

監査によって、企業の責任者は訓練され、十分な知見があることが確認された。当該施設は、自  

らの文書化された手順を遵守できなか ったことにより、認定施設のリストから削除されたもので  

ある。  

β ノ粛諾／こ膠す眉事．好  

今風β＃及び月＃での作業芽磨C、対β紬でできをいぎき好のついた子牛周や内戚∂瀞  
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′労さカ、ノ面彦窟仁お／ナる作者の題犀、仇敵から月超への出荷辟仁お／ナ名．麓財筈／こ屑屋があった   

ことカ憺挿さカ丁い名カ〔その虜囲につい丁雷をる炭滋が必要と者jら．れる。ま尤、このよぅ   

な膠世の対β廟臓／ニおい丁卓ご丁いをいことを虜謬する必要が為るので、以下の事項■   

仁つい丁照会す‾名。  

「7ノ β＃及び月＃のそ．れぞわ／ニつい丁、対β廟出．条件への適合を磨探す名．看庄を有Lrいた  

者臓、．、   

ゴールデン社については、以下の所属の雇用者はQSAマニュアルの文書化された行程を実施  

する責任があった。すなわち、総括マネージャー、品質保証マネージャー、と畜マネージャー、  

部分肉処理マネージャー及び搬出・搬入マネージャー。また、アトランティツク社については、  

総括マネージャー、品質保証マネージャー、部分肉処理マネージャー及び搬出・搬入マネージャ  

ー・に責任があった。  

その昔ばをぎその昔仔を屠たせをカlったのか。   

彼らが、自らのQSAマニュアルに概説された責任を遵守できなかったことは明確である。し  

かしながら、我々は、なぜそのような事態が起こったかということについての更なる情報を入手  

することはできなかった。我々は、まだ終了していない0IGの調査の完了後に更なる情報が入  

手できると期待している。  

「2ノ 脚や諸外国停／働にお／ナる子牛肉の原皮いとβ本府げFrプログラムの．条件の遭  

い（淵靡去や月齢維ノ仁つい丁、兵術にどのよぅを研修が行わカたのカl。  

日本向けEVプログラムに適用される追加的な条件は、当該施設のQSA品質マニュアルに明確  

に規定されていた。当該マニュアルは、日本向けEVプログラムについて雇用者を訓練するため  

に企業が実施しなけなければならない項目を概説しており、それには、日本向け製品の特別な条  

件を含む全ての要素が含まれていた。両施設の責任者は、日本向けの条件を理解していることが  

確認された。例えば、日本向けの条件を満たしていない「VealHotelRack，7Ribs（脊柱を含む）」  

に加え、アトランティツク社は、日本向けの条件を満たしている「VealHot．elRack，Chop－Ready，  

7Ribs（脊柱除去済）」も出荷していた。この例は、当該施設責任者がどのようにしてVealHotel  

Rackから脊柱を適正に除去するかに関する知見を有していたことを明確に示している。  

「βノ ぎき彦を虜去Lをぐ丁る、夏た棚を分．財家産Lをぐ丁る、子≠ぱβ本府げf′プログ  

ラム仁居合すると魔窟劇厨係者ば者jTいたのでばをいカl。そぅである場合、そればをぜミか。  

これらの施設のQSAマニュアルと施設内監査中の対応によって示されているとおり、企業の雇  

用者及び管理者は、脊柱の除去と内臓の分別にかかる条件を十分理解していた。  

4 FSJざ／ニノ野する事屠  

今ノ野、対β廟要のできをいせき彦のついた子≠彪び）殉彪妙〔屋御仁チェックきカる皮膚   

仁おい丁、′ざ／∫の炭蒼官仁より√β本局げFrプログラム適合ノときカたことが館野とLr盾   

盾さカ丁いる。不厨合点が適合品とL脚きカたことば、そるそる／ざ／∫による炭否身体  
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が適切仁行わカ丁いたのか慶膠を卓Cきぎるるのであ名。このよぅを紛、ら、以下の享好／二   

つい手野合する。  

「り β本局げFrプログラムにノ野チる／了／∫のっ線香官への屠知・研修の倉潜みぼどのよラをる  

の．か。  

調査により、アトランティツク社及びその供給者であるゴールデン社が最近AMSのEVプログラ  

ムの下で日本への輸出を承認されたことを、両施設のFSIS検査プログラム担当職員が知らなかっ  

たことが明らかとなった。  

今回の事件とその後の調査により判明した事実に対応するため、USDAは、以下の措置を講じた。  

・施設を担当する検査プログラム職員全員がEVに関する研修を今後は試験に合格することを含   

め終了し合格したことがFSISからAMSに通知されるまで、AMSはその施設にEVプログラム認   

定を行わないこととした。EVに関する研修では試験に合格しなければならない。  

・FSISは、EVプログラムに参加する施設に配置された検査職員のための追加的な研修をすでに   

提供しており、今後も定期的な研修の提供を継続することとする。  

FSISの検査職員には、コンピュータを用いたフォローアップ研修が提供される。すべてのEV認  

定されたいかなる施設に配置される職員についても研修が義務付けられる。また、2006年3月以  

降に採用されるすべての新規採用職員についても、EVに関する研修プログラムを終了することに  

なる。  

検査担当職員はいつでも容易に輸出認証マニュアルをUSDA作SIS研修ウェブサイトから印刷す  

ることができる。  

研修には、FSIS輸出指令及び輸出証明手順にかかる認証責務に関する検査員の知識を問う試験が  

義務付けられている。  

輸出証明にかかるすべてのFSIS指令及び通知は、各施設に印刷物として配備され、また、FSIS  

のウェブサイト上（http：〟ww．fbis．usda）、FSIS職員のイントラネット上及びFSISの電子メールシ  

ステム上でも入手可能である。  

さらに、FSIS検査プログラム担当職員は、食肉・家きん肉製品の輸出条件、卵製品の輸出条件、  

輸出関連通知及び指令、及び米国適格施設一覧が掲載されているFSIS輸出ライブラリーにアクセ  

スできる。  

カナダをど他国への郎プログラムの場合との違いばあるか。  

1ミVに関する研修は、すべてのEVプログラムの認証手続に対処している。研修は、各製品が特定  

の相手国への輸出適格品であるかどうかを証明する必要性を強調している。例えば、研修では、  

日本への輸出非適格品のデジタル画像を示している。  

FSISは、EVプログラムに参加している施設を担当する検査プログラム担当職員全員に対して同一  

の強固な研修を提供している。これは、食肉・家きん肉製品の輸出条件、卵製品の輸出条件、輸  

出関連通知及び指令、及び米国適格施設一覧が掲載されているFSIS輸出ライブラリーを補完して  

いる。  

さらに、FSISの内部ウェブサイトには、EVプログラムに参加する各々の国ごとに輸出が認めら  

れた特定の製品のリストを掲載することとしている。EVプログラム研修を受けたFSIS検査プロ  
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グラム担当職員はこの情幸酎こアクセスできることとなる。  

承認されているEVプログラムを有する施設を現在担当しているFSIS検査プログラム担当職員は  

全員、2006年3月21日までにオンライン研修コースを好結果で終了しなければならない。  

今ノ野の事案γニ厨与Lた炭査官ば、どのよラな願■形を眉げ丁いたのか。  

今回の事件以前は、検査職員は、輸出証明手続きに関する現行のFSIS方金十を説明する輸出証明指  

令（FSIS指令9000．1）に則って研修を受けていた。この指令は、輸出条件の検査及び証明にあた  

っての職員の役割と責務を通知するものである。FSISはまた、日本向けの輸出条件をそのウェブ  

上の輸出ライブラリーに掲載していた。  

施設内にあるFSISの各オフィスにはFSIS指令9000．1の印刷物が配備され、FSIS職員は、FSIS  

ウェブサイトh叩：〟wwムis．usda．gov及び職員イントラネットにおいて、本指令に電子的にアクセ  

ス可能である。  

1月20日以前は、FSISの現場職員が日本向け輸出証明書への署名及び証明を行うに当たってその  

責務を理解するためのそれ以上の措置はとられていなかった。  

2005年12月、FSIS本部は、日本向け輸出条件を再確認するため、地域事務所長との電話会合を  

開催した。また、すべての地域事務所長に対し、輸出条件の遵守の必要性を強調する一連の電子  

メールが再度送付された。しかしながら、その時点では、当該地域に日本向け輸出を認証された  

施設がなかったことから、アトランティツク社を担当する地域事務所副所長が上記会合に参加し  

ていなかったことが調査によって明らかとなった。その結果、地域事務所副所長は、アトランテ  

ィック杜が日本向け輸出を承認された際これを知らされなかった。そのため、地域事務所副所長  

は、担当地域には日本向け輸出認定施設はないとして、現場検査官に日本向けEVプログラム条  

件を通知する必要はないと考えた。  

1月20日以来、FSISは職員がすべての条件について十分に情報を与えられ熟知するための積極的  

な対応をとってきた。  

・2006年1月23日に、FSISはEVプログラムに関する条件を再確認するため、すべてのEV   

認定を受けている施設に配置された検査職員とウェブ上での双方向研修を実施した。  

・FSISは、EVプログラムに参加する施設に配置された検査職員のための追加的な研修をすで  

に実施しており、今後も定期的に研修の提供を継続することとしている。  

・さらに、すべてのEVプログラムの条件はFSIS輸出ライブラリーにて入手可能となっている。  

「2ノ ー屠知・助ウェブサイトでの願を磨CT行わカることとをっ㌃いるが∴用／∫炭査宮  

仁対LTどのよラ／ニ戯底す届仕廊み／ニをっ丁いるのか。  

2006年3月1日、パワーポイントの発表資料、輸出不適格製品のデジタル画像、シナリオ、  

AMS EVプログラムの概説並びに全ての関連指令及び通知を含む、輸出証明（EV）に関する研  

修で用いられた全ての資料が、FSIS検査担当職員のためのコンピュータベースの研修プログラム  

に編集された。EV認定施設に配置された全てのFSIS検査担当職員はこの研修を受けている。  

f】Ⅴプログラム認定施設に現在配置されている全てのFSIS検査プログラム担当職員は、2006  

年3月21日までにこのオンライン研修コースを好結果で修了しなければならない。新規採用職  

員及び配置換でEV認定施設に配置された職員にも、コンピュータベースの研修が行われる。  
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貞紳仁、づ線香富力囁暦Lrいたことの慮訝イ切要手厚をjぎ得したことの慮訝ばどのよぅに行わ  

カ丁いたのノか。  

当該事例が発生した時、FSIS検査プログラム担当職員は、広範囲の指令及び研修資料を入手可能  

であり、輸出証明書の署名及び証明における任務と義務を理解している責任があった。FSIS指令  

9000．1の印刷物は施設内にある各FSIS事務所に配備してあり、また、FSISの職員は、FSIS  

のウェブサイト及びFSISの職員のイントラネット（内部ネットワーク）で、電子的にその指令  

にアクセスすることもできる。さらに、全てのEVプログラムの条件は、FSISの輸出条件ライブ  

ラリーで入手可能である。  

1月20日以降、FSISは、日本向けEVプログラムの管理及び遵守の保証プロセスを強化するた  
めに必要な補足的措置を実施している。  

■ 2006年1月23日、FSISは、EVプログラムに関する条件を復習し、再確認するために、   

全てのEVプログラム認定施設に配属されている検査プログラム担当職員に対して、ウェブベ   

ースの双方向的な研修を行った。EVプログラム認定施設に配置されている全ての検査プログ  

ラム担当職員は参加したことについて証明を求められた。  

・FSISは、EVプログラムに参加している施設に配属された検査プログラム担当職員に対して、   

補足的な研修を行っており、定期的な研修を継続的に行う予定である。  

・2006年3月1日、輸出証明（EV）に関する研修で用いられた全ての資料－パワーポイン   

ト、輸出不適格な製品のデジタル画像、シナリオ及びQ＆Aのほか、AMS・EVプログラム   

の概説、すべての参照文献（指令、通知の改訂版等）－が、包括的なコンピュータベースの   

研修プログラムに編集された。認定EVプログラムを持つ施設に配属された全てのFSIS検査   

プログラム担当職員は、2006年3月21日までに、このオンラインでの輸出証明に関す  

る研修を好成績で修了することが求められている。担当職員はまた、定期的なフォローアッ  

プ研修も修了しなければならない。EV条件の対象となる製品を生産する施設へ持ち回りで配   

置される職員も、研修を修了しなければならない。また、2006年3月以降に雇用された  

新規採用職員も研修をうける必要がある。  

・輸出証明に関する研修を無事に修了するために、検査プログラム担当職員は、輸出証明に関   

する試験に合格し、輸出証明に関する調査書を提出しなければならない。研修を修了し合格  

したことは、当局の研修データベースに、職員ごとに記録される。  

「βノ β＃に靡首する／ざ／∫っ線香宮ば、β本局げど′プログラムに願Lr、どめよぅを炭査、  

炭彦∴忍野筈孝行っ丁いたのれ夏た、棚の鰍のす否二ぎき存の俊吉にノ野L、どのよぅ  

な認識で濁ったのノか。  

ゴールデン社に配属されたFSIS検査官は、検査印により確認されているように、子牛肉及び内  

臓が安全かつ衛生的で、アトランティツク社への出荷のために正確に標識されていることを確認  

する責任があった。この検査官は、製品をアトランティツク社に出荷するために、全ての食品安  

全に関する条件が満たされていることを確認した。この職員は、出荷品が、日本向けに輸出適格  

な製品であることを証明する責任は有していなかった。  

二ゴールデン杜の職員は、QSAプログラム品質マニュアルに基づき、「出荷申告」を添付して、製  
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品を加工のために出荷する責任があった。アトランティツク社向けの製品に添付されたこの出荷  

申告には、「製品は日本向けEVプログラムの条件を満たしている」と記載されていた。  

「4ノ バd好から／了／∫への彪品認定の励の倉好みばどのよラノごをっ丁いたのか。  

AMSのウェブサイトには日本向けEVプログラムの認定施設の企業名、業種、認定目が掲載され  

ている。本サイトへのアクセス、及び、他の適切な情報は、FSISのエクスポートライブラリーを  

通じて FSIS の検査職員に提供されていた。輸出ライブラリーのウェブサイトは、  

旦WlV瑚aspである。  

2006年2月13日、AMSとFSISは、AMSからFSISへのEV認定の連絡を図る能動的な通知シス  

テムを導入した。  

AMSは、施設が監査されEVプログラムに認定もしくは取り消された際、FSISに知らせる。この  

通知の手順は以下のとおり：  

● AMSによるEVプログラム認定を受けるため、施設の品質システムマニュアルが送付  

されれば、AMSはFSISの技術サービスセンター（TSC）に通知し、更にTSCが施設  

の所在地のFSISの地域事務所に通知する。FSISは、協議中の輸出証明書の条件につ  

いて施設検査担当職員の研修を行う。FSISは検査担当職貞の研修をAMSの通知から  

5営業日以内に終える。  

施設がEVプログラムの認定を受けた場合、AMSは、特定の国に製品を輸出できる認  

定施設のリストにその施設を追加する。AMSは、FSISのTSCに監査結果の写しを電  

子的に送信することによりFSISに認定リストへの追加を通知し、FSISのTSCはFSIS  

の地域事務所に通知することになる。  

施設がリストから削除された場合、AMSは直ちにFSISのTSCに通知し、更に施設の   

所在地のFSIS地域事務所に通知する。  

● 認定された施設は全てのEVプログラムの監査報告書の写しをその記録に保存する。   

管理者は、FSIS担当検査職員との次の週例会議においてこの監査報告書について検討   

する。この手続きは、EVプログラム認定施設の条件として追加される。FSISは、   

AMSによる監査結果及び報告書の受領を連絡する。  

言た、彪のββ彪都＝つい丁ぱどのよラにLT／了／∫炭査官ば願の．認定泉認諾Lたのか。  

この情幸削ま、FSISの輸出ライブラリーを通じて伝えられていたが、2006年2月13日にさらに先  

のことを考えたものとされた。AMSは現在では、施設が認定を受けると、より直接的な方法で  

FSISに通知している。  

その凰 今ノ野の事案とノ貯炭の周窟の発生の可凝；任ばをかったのか。  

なかった。 継続中の監査、再調査及び多くのEVプログラムに参加する他の国の顧客のフィード  

バックを通じて、我々は、他の施設は認可された製品のみを輸出し、他の認定工場のFSIS職員は  

条件を承知しているものと確信している。他の施設は、EVプログラムに参加している国への製品  

の輸出に慣れている。  
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作ノ ー彪窟とLT、仮に彪超膠の屠好不居をどたよ少プログラムカ憾磨LをかったとLrる、  

ガβ鰍条件仁不適合を鮎力曙合点とLr出好きカることを虜止するため仁／ざ／∫炭査宮  

仁よる慮謬等が行わカることにをっ丁いたのでばをいノか。  

FSIS検査プログラム職員は再検査を実施した。しかしながら、この調査で輸出業者の一部とUSDA  

検査官が日本向け出荷に適格な製品か否かについて精通していないという結果が明らかとなった。  

米国の法の下では肉製品はFSISによる検査を受け、粗悪なものでないと確認されない限り、州間  

取引や外国貿易に供してはならないとされている。輸出時に製品の衛生状態は輸出証明書に署名  

する前にFSIS担当官により確認される。今回の事例の製品は、USDAの検査印からも明らかなよ  

うに、安全で、衛生的であり、粗悪でないとの確認がなされた。FSIS指令9000．1輸出証明により、  

検査担当職員には必要な場合には再検査を行う権限が与えられる。製品が適切に扱われ、表示さ  

れているかを保証するため、無作為に箱が開梱され再検査される。当該製品は安全で、衛生的で  

あり、粗悪ではなかったが、日本向けの規格を満たしていなかった。  

2（）06年3月1日、FSISは、FSIS地域事務所と検査プログラム担当職員向けに基準を明確にした  

FSIS指令9000．1改訂1輸出証明を発出した。  

5 一考批のための炭■書店置／ニノ野する手厚  

今厨の好芳書仁おいこ 各虜の再批のための改善胞博一ゲらわ丁いるカ〔今何の事案   

の虜囲にノ野らLr、必要を改善店家が効果形／こ棄好きカ、全丁のガβ廟出彪訝仁おい丁、β米   

ノ野で合意Lた〟．一ルカで守らカることカ泌看である。このよラを紛lら、以下の享好仁ついr   

ノ野会する。  

「り 月肪ば、β本政府仁よる朱鰍善錯置筈の射れ炭2題ン野以一呼仁、全丁のど「認定彪窟の厚  

顔査を行ラことときカ丁いるカ〔この屠査の貞舶クをノ呼容櫓静狩きカる励屠ば何か。  

これらの再検査はEVプログラムの特定製品条件の施設の遵守について焦点が当てられる。例え  

ば、脊髄や脊柱の除去といった条件は観察、評価される。これにより特定製品条件の遵守が確認  

され、適時の改善措置が求められることになる。  

r2ノ 4月以摩／こ鹿茸の屠場で行ラこととさカる月齢による炭き打ろ審査についこ具体ノ汐を方  

ノ渚筈をお示・L靡いたい。   

日本向けの生産再開後、AMSは無作為に抽出した施設に対し、抜き打ち現地監査を行う。そ   

の頻度は過去の調査結果及び輸出向け生産量によって異なる。  

「βノ／苫／∫と月肪の虜濃看貫とLTノ4此㌻カ脚好仁者2の署名を行づことときカ丁いるカミ  

その具体βクを方：法筈をお示L靡いたい。   

FSISの検査プログラム担当職員がEVプログラムのもとで製造された輸出用製品についての証   

明を行う際、当該職員は、条件の一つとして輸出申請者が提出するAMSからの署名入り書類   

も確認することになっている。 この書類には、輸出向けとして提示された製品を製造した施   

設がEVプログラムの各条件を満たしたものであることが記載されている。  
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検査プログラム職員は、当該施設が、輸出先国への輸出を行うことについて適格とされてい  

ること及び当該個別製品について輸出先国への輸出が認められていることを確認した後、  

FSIS指令9000．1改訂1及び9040．1改訂3に従って当該製品を再検査する。  

2006年4月1日より、EV認定プログラムの一環として、認定施設は、輸出証明書をFSISの  

証明担当官に提出し、署名を要請する前に、AMSからの書簡を受け取っていなければならな  

い。この書簡には、EVプログラムの条件が満たされ、当該製品は輸出が認められたものであ  

ることが記載されている。  

AMSはこの書簡に署名をする際に、その写しを当該施設に送付する。FSISの技術サービ  

スセンター（TSC）は、電子媒体のコピーを受け取り、書簡の受領を知らせる。  

輸出証明書に署名をする際に、FSISの証明担当官は、次を施設から受領することになってい  

る。①FSIS文書9060－5（健康な食肉及び家きんの輸出証明書）の原本、②輸入国により要求さ  

れているその他の証明書及び③AMSが調査を行ったこと、掲載されている品目が証明書に掲  

載された施設から証明書に掲載された輸出先国に輸出することが認可されたものであること  

をAMSが確認したという内容のAMS書簡の写し。  

FSISの証明担当官は、これらの文書を受領した際に、当該文書が完全で正確なものであるこ  

と及びAMS書簡によりEVプログラムの条件が満たされていることを確認する。  

全ての書類がそろっている場合にFSISは全ての証明書に署名を行い、上述AMS書簡の写しを  

証明書とともに政府ファイルに保管する。  

「〃ノ／了／∫炭査官’仁対Lr今度行おラとLTいる紺即ニノ野する磨豹鯵や耕具紳な方法、  

炭査宮の彪カを謝するた（めの倉好みの改善帝容、炭査吉’の炭査仁つい丁の彦き打ろチェ  

ックの男顔」押を万富筈仁ついr、おノ弄L劇lたい。符に、こカ夏嘲Lrいた研修筈の  

励／二比べ、虜化きゎた点ばどこか。  

2006年3月1日に、輸出証明研修に使用された全ての教材（パワーポイントによるプレゼンテーシ  

ョンファイル、不適格な製品の電子画像ファイル、シナリオ、AMS／EVプログラムの概要、関連  

する全ての指令及び通知）はFSIS検査担当職員のためのコンピュータを用いた研修教材として編  

集された。EV認定施設に配属される全てのFSIS検査官は、この研修を受けることになっている。  

EVプログラム認定施設に現在配属されている全てのFSIS検査プログラム担当者は、2006年3月21  

日までに、オンラインの研修コースを好結果で修了しなければならない。新規採用職員及びEVプ  

ログラム認定施設に配属されることになる職員もコンピューターを使用した研修を受ける。  

FSISはそのEV研修を現在、検査プログラム職員に義務的な試験に通ることを要求することで強化  

している。研修コースを修了するためには、職員はEV試験に合格し、かつEV調査を提出しなけれ  

ばならない。研修を修了し合格したことは、職員毎に当局の研修データベースに記録される。  

輸出証明に関係する全てのFSISの指令及び通知は、施設内のFSIS事務所で印刷物として配備さ  

れているとともに、FSISのウェブサイト（http：／＾vww．fgis．usda）、FSIS職員用イントラネット、及び  

FSISの電子メールシステムでも入手可能である。  

また、FSIS検査プログラム職員はFSIS輸出ライブラリーにアクセスすることができる。このラ  

イブラリーには食肉及び家きん肉製品の輸出条件、卵製品の輸出条件、輸出関連の通知（notice）及  

び指令並びに輸出可能な米国の施設のリストが掲載されている。  
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輸出証明手続きにおける高度な完全性、安全性、及び正確性を継続的に確保するため、FSISは、  

①AMS侶Vプログラムの条件が理解され、かつ実施されていること及び②施設及び輸出証明の対  

象となる製品が、該当するEVプログラムの条件及び基準を満たしていることを確認するため、  

検査プログラム職員及び輸出施設の監査を行う。  

監査チームは、FSIS輸出証明に関係する全ての規則、方針及びガイドラインを確認する。監査チ  

ームはまた、EVプログラムの条件及び、当該施設がEVプログラムを満たしていると承認した  

AMSの手法を確認する。AMSの監査報告書及びEVプログラム認定施設又は輸入国からのクレー  

ムは検討される。  

監査チームは、監査に当たって監査ワークシート（輸出証明にかかる全ての手続き及び条件を一  

つ一つ質問する様式となっており、FSIS検査プログラム職員が規則を理解し常時遵守しているか  

を確認できるようになっている）を用いることとしている。このワークシートに加え、監査チー  

ムは実際の記録も調査する。ワークシートは、最終的な所見及び勧告を決定するため、追加的説  

明や、補助的な書類を付けることができるようになっている。  

β その励の事1好  

rり 今上野の暴君の発生を一許Lた就労につい丁の′許否ばβ／βの旛軌甲筈も安藤中であり、その  

一静香の磨票比卿透の．史書によ少者告さカる予．定ときカ丁いるカミ ニの一認否の身形、内容等  

や今ノ好の好芳書との厨房ば何か。夏た、いつ頃穿告さわるのか。  

0IGの回答：  

0IGの調査部は、今回の事例に関与していた民間の非政府機関による行動もしくは不手際に関連  

して生じた主張について調査を行っている。今回の調査では、米国政府の職員は調査対象となっ  

ていない。0IGの調査では、必要に応じて、インタビューが実施され、関連情報の収集及び評価  

が行われることになる。この調査は、別個のイニシアチブにおいて行われ、USDAの報告書や以  

前0IGが実施した中立的な調査に影響を与えるものではない。この調査の完了予定日は現在未定  

である。0IGの調査結果は、完了次第、然るべき措置の検討のために、適切な政府担当官に提供  

される予定である。  

この調査は、0IGの監査部によって実施され、日本政府に完全な形で公表された監査と混同すべ  

きでない。0IGの監査は、BEVプログラムの条件の伝達、役割及び責任の明確な定義、及び追加  

的な監視のプロセスを改善することによって、AMS及びUSDAはBEVプログラムに対するその 

管理を強化することができると結論付けた。0IGは、この事例の発生を許した状況を是正するた  

めに、USDAがとるべき6つの措置を勧告した。  

USDAの補足的回答：  

以下の3点の説明により、（上記の）0IGの回答がより理解しやすくなるだろう：   

この調査は、米国政府職員よりも、民間の非政府職員に焦点を当てている。米国政府の職員  

が現在調査を実施している。  

・米国政府は、非常に徹底的かつ完全な調査にすることを希望しているため、調査の明確なス   

ケジ ュールは予告できない。なされた各質問によって、更なる質問を生むような回答が出さ   

れ、必然的に調査に必要な時間も延長される可能性がある。全ての要因の発見及び評価が行   

われ、関連当局が到達、共有する結論に含まれることが重要である。  
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この調査は、0IGの監査部によって実施され、すでに日本政府に完全な形で公表された監査  

と混同されるものではない。0IGによる監査は、米国政府職員及び機関による行為を対象と  

しており、今回の輸出をとりまく状況は、人的エラーの結果であって米国政府職員の犯罪的  

意図によるものではないという結論に達し 、この事例の発生を許した状況を是正するために、  

USDAがとるべき6つの措置を勧告した。  

r2ノ廟ス繍好仁、β本劇Lから米甜／ニ対L、子牛肉るfγプログラムの対象仁題ノ卸する必要  

カである農産好Lたかのよラな肋であるカ亡き鋤lらβ．米彪彦の対象ぼ子牛を含む2ロケ  

月齢以下の牛であり、このよぅを一家遊ば事実貰訝であることノから、修正を炭厨きゎたい。  

その通りである。EVプログラムは、20ケ月齢以下の牛を対象としており、そこには子牛肉も  

含まれていた。米国は、子牛肉のための別のプログラムの作成を協議していたが、輸入が停止さ  

れた2006年1月20日の時点では、日本政府と協議中であった。  
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